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新要領に基づく違反大型車の指導・取締りの実施場所

北部国道事務所 

車両計量所 

国道５８号南向け 



■改正概要 
 「車両の通行の制限について（昭和５３年１２月１日付け建設省道交発９６号道路局長通達）」、
「特殊車両の通行に関する指導取締要領」を（道路法４７条の３に係る行政処分等の基準について）に
名称を改め、内容の改正を行う。 

■違反者に対する是正指導 
 道路管理者は、違反者を国道事務所等に呼び出し対面にて是正指導書を手渡し、再び違反行為がなさ
れぬよう是正を求める。［違反内容：無許可、許可証不携帯、通行条件違反、措置命令違反］ 

■是正指導及び許可取消内容の公表 
 ①道路管理者は、上記是正指導にもかかわらず、当該是正指導を受けた者が是正に応じない場合は、
弁明の機会を付与したうえで、再び上記是正指導を実施し、違反者の名称、違反内容、是正指導内容等
をホームページで公表する。 
 ②是正指導内容を公表した場合は、報道機関及び関係行政機関へ公表資料を送付する。 
 ③許可取消処分は、重大な交通事故、措置命令違反、常習違反のいずれかに該当する場合は、聴聞を
行ったうえで、許可取消を行う。また、許可取消処分を受けた者の名称及び取消理由等を公表する。 

■取締基地における取締の実施 
 違反者に対する措置は違反内内容に応じて下記のとおり実施する。 
 ①特殊車両の構造の一部又は積載物が分割可能な場合は、軽減措置（積載物取卸し）を命令する。 
 ②特殊車両の構造又は積載物が分割不可能な場合は、その場で車両の通行中止を命令する。 
 ③積載物の処理は当該特殊車両の使用者である運送事業者等の責任と負担で実施する。 
 ④違反車両を停止させる場所が無い場合又は停止が不可能な場合は必要な条件を付与して違反状態を
解消できる最寄りの停止場所まで、一時的な通行を指示する。 
 ⑤道路管理者等は、違反者に対して通行の中止、軽減措置を命じた場合、当該措置命令を受けた者は
措置命令の内容を履行後に履行証明書（写真等）の提出を命じ、その履行を確認する。 

■告 発 
 重大な交通事故、措置命令違反、常習違反のいずれかに該当する場合は告発を行う。 

■施 行 
平成２５年３月１日より施行している。  

特殊車両の通行に関する指導取締要領の一部改正について 



参考資料

違反大型車が道路交通に与える影響

特殊車両の取締り実施状況
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